
１ 東日本大震災における取り組みについて 

（１）福岡県の取り組み状況について 

ア 募集について 

    被災した地域の復興応援のため、福岡県、福岡県社協と協働し、共同募金会各支

会・市区町村社会福祉協議会の協力を得ながら、平成２３年３月１４日から、全県

的に被災地復興応援募金に取り組んでいる。 

    平成２３年３月１４日から８月３１日までの募金総額 ８９２,４５２,１７６円 

イ 街頭募金について 

   福岡県・福岡県社協・福岡県共募は３月１４日から１９日、４月７日の７日間、

福岡市中央区天神の西鉄福岡駅周辺で街頭募金に取り組み、６,３８９,３９５円の

募金が寄せられた。 

    また、共同募金会各支会・市区町村社会福祉協議会に対し、街頭募金の実施を要

請し、これまでに２８,９１３,９８０円の募金が寄せられている。 

ウ 募金箱の設置について 

    平成２３年３月１４日に、福岡県本庁・各保健福祉環境事務所、福岡県共募・各

支会、福岡県社協・市区町村社協に一斉に設置した。 

エ 広報資材の作成について 

    東日本大震災被災地復興応援募金の募集を広く周知するため、下記の広報資材を

作成し、福岡県本庁・各保健福祉環境事務所、各支会等に配布した。 

  （ア）ポスター（２回作成）    ９００枚 

  （イ）立て看板          １００枚 

  （ウ）横断幕            ７５枚 

  （エ）街頭募金用チラシ   １０，０００枚 

 

（２）配分について 

寄せられた義援金の配分については、各県に設置される配分委員会に任されるが、

配分額に不平等が起こることがないよう、中央共同募金会、日本赤十字社、被災した

１５都道県等で構成する義援金配分割合決定委員会（事務局：厚生労働省）で、被害

ごとの配分基準を決定している。 

４月８日に開催された第１回目の会合で１次配分の対象・基準が決定されている。 

６月６日に開催された第２回目の会合では、死者や行方不明者の人数や全半壊した

世帯数などの比率に応じて速やかに配分していくことを決定し、具体的な配分基準は、

それぞれの都道県で地域の実情に合わせて決定することとしている。 

ア 配分対象・基準 

（ア）１次配分対象・基準 

①死亡・行方不明者（外国人・旅行者を含む）：１人当たり ３５万円 

②全壊・流出・全焼：１戸当たり ３５万円 



③半壊・半焼：１戸当たり １８万円 

④原発避難指示・屋内退避指示圏域の世帯：１世帯当たり ３５万円 

※ 原発地域世帯は全壊と同様の扱いとする。 

※ 負傷者、床上浸水、床下浸水等は２次配分以降とする。 

  （イ）２次配分対象・基準 

    ①配分対象は１次配分と同様とする。 

    ②被害程度の指標を、「死者・行方不明者、全壊・全焼、原発関係避難世帯」を「１」、

「半壊・半焼世帯」を「０.５」とし、各都道府県からの報告を取りまとめ、義援

金を指標の合計数に基づき按分し、速やかに被災都道県に送金する。 

  イ 義援金額（全国）    ３１９,４９７,１５１,２３１円 

  （ア）中央共同募金会受付分  ３６,５０９,９８４,７３１円（8/31 現在） 

  （イ）日本赤十字社受付分  ２８２,９８７,１６６,５００円（8/30 現在） 

  ウ 各都道県の「義援金配分委員会」への送金状況 

     送金額： ２,８６２億３,８３４万５,８０８円（8/26 現在） 

   北海道         ９４３万２,２７２円 

    青森県       ８億８１０万９,５８４円 

     岩手県   ３１３億４,８３４万１,０４０円 

     宮城県  １,３７０億６,１３３万６,６４０円 

     山形県          １,０００万１７６円 

     福島県   ９２４億２,６０７万５,７４４円 

     茨城県   １５２億９,９４４万２,１６０円 

     栃木県    １９億４,９７４万４,８００円 

     群馬県         ４７４万１,１３６円 

     埼玉県     １億３,４７１万７,１３６円 

     千葉県    ６５億８,１３７万２,６８８円 

     東京都           ２億３３５万９４４円 

     神奈川県           ３,２５８万４８円 

     新潟県     １億９,００７万３,３４４円 

長野県      １億３,１０７万８,０９６円 

    ※ 各都道県に設置された「義援金配分委員会」からの依頼により、中央共募、 

日赤が合同で義援金を送金 

  エ 義援金配分委員会から被災市町村への送金状況 ２,３９０億円（8/26 現在） 

  オ 被災市区町村から配分対象者への配分状況   １,８３０億円（8/26 現在） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義援金が被災者に届けられるまで（東日本大震災の場合） 
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（３）災害等準備金について 

  ア 災害等準備金について 

災害等準備金は、社会福祉法第１１８条の規定に基づき、国内で発生した災害時 

に都道府県共同募金会が、被災者支援活動等のため、一般募金と歳末たすけあい募 

金を併せた募金実績額の３％を積み立てている。 

災害等準備金積立額：７３,３２４,９９４円（平成２３年４月１日現在） 

    （内 訳）  

平成２２年度積み立て分：２３,７８５,９０９円 

平成２１年度積み立て分：２４,４９４,８３２円 

平成２０年度積み立て分：２５,０４４,２５３円 

※ 平成２０年度から２２年度の３年間の積み立て分が、平成２３年度の準備金と 

なる。 

イ 東日本大震災における災害等準備金の拠出について 

本来災害等準備金の運用は、被災した県の共同募金会が行うが、今回の大震災で 

は、被害が大規模かつ広範囲に及んでいるため、被災都道県共募の同意を得て、中 

央共同募金会が事務を代行している。 

    去る３月１６日、中央共同募金会においてブロック幹事連絡会が開催され、被災 

した都道県共募を除く県共募は、平成２０年から２２年度分の３年分の合計額の３ 

分の１を拠出することが決定し、既に本会からも拠出している。 

また、更に３分の１の拠出要請があっており、追加で拠出する予定となっている。 

 拠出した準備金は、主に災害ボランティアセンターの立ち上げにかかる費用や活 

動費として配分される。 

福岡県共募の拠出額            ２４,４４１,６６４円 

全国からの拠出額            ４２３,３４０,０００円 

被災県の災害等準備金と合わせた合計額  ５５８,６２０,０００円 

  ウ 災害等準備金の配分済み額と使途（平成２３年７月１１日現在） 

     青森県   ９,０００,０００円（災害ＶＣ費用、臨時避難施設の運営） 

     岩手県 １６６,３２６,０００円（災害ＶＣ費用） 

     宮城県  ９５,５００,０００円（災害ＶＣ費用、被災住宅復旧再建支援） 

     福島県  ８０,６８０,０００円（災害ＶＣ費用、設備の買い替えに係る経費） 

栃木県   ４,９０３,０００円（災害ＶＣ費用、避難所での被災者支援活動） 

     千葉県   ８,３６３,６４０円（ボランティア保険、破損復旧工事費） 

     岩手県   ２,４６０,０００円（破損復旧工事費） 

山形県   ３,０００,０００円（災害ＶＣ費用）  

     合 計 ３７０,２３３,２８４円 

※ 今後、災害ＶＣの運営費用や、被災した福祉施設の修繕費などで、 

４２５,５９７,０００円程度を配分する見込み 


